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は
じ
め
に

一
般
的
に
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
研
究
者
が
利
用
す
る
史
料
の
特
質
を
十
二
分
に

吟
味
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
故

に
、
そ
の
吟
味
の
過
程
が
充
分
に
公
に
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
対
象
と
す
べ
き
史
料
の

山
が
膨
大
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
史
料
性
の
解
明
と
い
う
手
続
き
が
怠
り
が
ち
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
む
し
ろ
、
史
料
性
の
解
明

と
い
う
手
続
き
自
体
に
重
点
を
置
き
、
解
明
の
過
程
を
全
面
的
に
オ
ー
プ
ン
に
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
え
な
か
っ
た
事
実
を
目
の
辺
り
に
で
き
な
い
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
考
え
る
に
至
っ
た
。

本
稿
の
副
題
に
掲
げ
た
「
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
」
が
目
指
す
の
は
、「
中

国
の
各
地
域
の
蔵
書
楼
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
書
籍
群
や
出
版
文
化
、
宗
教
施
設
や
工

房
等
に
お
い
て
作
成
・
蓄
積
さ
れ
た
書
画
・
碑
文
、
点
在
す
る
士
大
夫
の
墓
地
な
ど
を

資
料
に
、
そ
う
し
た
も
の
が
形
成
さ
れ
た
過
程
、
そ
う
し
た
も
の
を
構
築
し
た
意
図
の

考
察
を
通
じ
て
、
地
域
文
化
の
特
質
を
解
明
す
る
」
こ
と
で
あ
る①
。
例
え
ば
、
あ
る
地

域
に
集
め
ら
れ
所
蔵
さ
れ
た
書
籍
群
は
、
何
時
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
如
何

な
る
種
類
の
書
物
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
の
か
や
、
あ
る
地
域
に
残
さ
れ
た
記
録
の
形

成
・
伝
承
過
程
、
過
去
の
遺
物
を
復
元
・
修
復
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
地
域
の
個
性
や
歴
史
性
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
」
と
い
う
手
法
の
有
効
性
を
呈
示
す

べ
く
、
あ
る
修
復
さ
れ
た
城
隍
廟
碑
文
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
碑
文
が
修
復
さ
れ
た

意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、城
隍
廟
の
祀
神
で
あ
る
城
隍
神
は
、

中
国
民
間
信
仰
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
神
で
あ
り
、
一
般
的
に
都
市
の
守
護
神
と

さ
れ
、
当
地
の
治
安
や
水
旱
の
吉
凶
、
冥
界
の
事
物
な
ど
を
委
託
で
き
る
神
と
信
じ

ら
れ
て
い
る
。
城
隍
神
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
が
、
現

在
で
は
、
六
世
紀
中
頃
に
長
江
中
流
域
で
発
生
し
た
信
仰
だ
と
の
見
解
も
存
す
る
。

ま
た
唐
の
李
陽
冰
は
、
あ
る
城
隍
廟
に
建
て
た
碑
文
の
中
で
、「
城
隍
神
は
唐
王
朝
の

祀
典
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
呉
越
（
今
の
江
蘇
・
浙
江
）
地
方
に
は
そ
の
風
俗

が
あ
っ
て
、
大
雨
や
旱
魃
、
流
行
病
が
発
生
す
る
度
に
、
当
地
の
人
々
は
必
ず
城
隍

神
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
」（『
金
石
萃
編
』
巻
九
一
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」）
と
述
べ
、更

に
そ
の
碑
文
を
収
録
し
た
北
宋
の
歐
陽
脩
は
、「
今
で
は
呉
越
地
方
だ
け
で
な
く
、
全

国
的
に
普
及
し
て
い
る
が
、（
府
・
州
単
位
が
多
く
）
県
に
は
少
な
い
よ
う
だ
」（『
集
古

録
跋
尾
』
巻
七
「
唐
李
陽
冰
城
隍
廟
記
」）
と
記
し
て
い
る
の
で
、
唐
宋
時
代
に
徐
々
に

信
仰
を
集
め
、
広
く
全
国
的
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
神
と
い
え
る②
。
従
っ
て
城

隍
廟
は
、
数
百
年
以
上
に
も
わ
た
り
一
地
域
に
長
期
的
に
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
、
城
隍
廟
碑
文
は
、
地
域
性
を
語
る
格
好
の
記
録
と
い
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
段
に
見
え
る
唐
の
李
陽
冰
が
撰
文
し
た
、
浙
江
の
処
州
縉

雲
県
（
今
の
浙
江
省
麗
水
市
縉
雲
県
）
に
建
て
ら
れ
た
碑
文
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
に

着
目
し
、
そ
の
碑
文
が
修
復
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
意
味
付
け
を
行
う
こ
と
を
通
じ

て
、処
州
縉
雲
県
の
地
域
文
化
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
碑
文
は
、

修
復
さ
れ
た
碑
文
「
唐
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

―
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
に
向
け
て

―

須　

江　
　
　

隆
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北
宋
末
期
に
浙
江
一
帯
で
生
起
し
た
方
臘
の
乱
の
影
響
で
、
そ
の
賊
軍
に
よ
っ
て
破

壊
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
修
復
さ
れ
た
と
い
う
遺
物
で

あ
る
。
本
稿
で
の
考
察
を
通
し
て
、「
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
」
の
一
手
法
と

そ
の
方
法
の
有
効
性
に
つ
い
て
も
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
修
復
さ
れ
た
碑
文
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
に
つ
い
て

⑴　

唐
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑

乾
元
二
年
（
七
五
九
）
八
月
に
処
州
縉
雲
県
に
立
碑
さ
れ
た
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

は
、
唐
の
乾
元
年
間
に
縉
雲
県
令
で
あ
っ
た
李
陽
冰
が
、
旱
魃
に
際
し
て
神
に
祈
り
を

捧
げ
、「
五
日
経
っ
て
も
雨
を
降
ら
さ
な
か
っ
た
ら
、
廟
宇
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
お
う
」

と
神
と
約
束
し
、
結
果
的
に
大
雨
が
降
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
碑
刻
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
但
し
こ
の
碑
文
は
、北
宋
末
期
に
破
壊
さ
れ
た
た
め
、宣
和
五
年
（
一
一
二
三
）

に
修
復
さ
れ
、
そ
の
経
緯
が
碑
の
本
文
と
と
も
に
碑
面
の
傍
ら
に
刻
ま
れ
た
。

現
在
こ
の
碑
文
に
は
、
修
復
後
の
原
碑
及
び
拓
本
が
残
存
し
て
お
り
、
そ
の
全
容

を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
原
碑
は
、縉
雲
県
博
物
館
碑
廊
に
現
存
し
、碑
高
は
一
六
五

㎝
、
碑
寛
は
七
九
㎝
、
碑
厚
は
一
七
㎝
で
、
碑
座
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
後
掲
の
図

一
）。
刻
石
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、
正
文
が
八
行
か
ら
な
る
篆
書
体
八
六
文
字
で
、
そ

の
一
文
字
当
た
り
の
大
き
さ
は
、七
×
一
一
㎝
で
あ
る
。
碑
面
の
向
か
っ
て
左
隅
に
、

二
行
か
ら
な
る
落
款
が
、
楷
書
体
で
刻
ま
れ
、
そ
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
二
×
二
㎝

と
な
っ
て
お
り
か
な
り
細
か
い
。
碑
面
の
大
部
分
の
文
字
は
、
は
っ
き
り
と
認
識
で

き
る
が
、
向
か
っ
て
右
下
の
六
文
字
に
つ
い
て
は
、
よ
く
弁
別
で
き
な
い
。
ま
た
碑

身
右
上
の
角
も
欠
損
し
て
い
る③
。
一
方
拓
本
は
、『
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歴
代
石
刻
拓

本
匯
編
』（
中
州
古
籍
出
版
社
）
に
所
収
の
も
の
（
後
掲
の
図
二
）
と
、
京
都
大
学
人
文

科
学
研
究
所
所
蔵
石
刻
拓
本
資
料
に
所
収
の
も
の④
（
後
掲
の
図
三
）
と
が
あ
る
が
、
後

者
の
方
が
碑
文
を
判
別
し
や
す
い
状
態
に
あ
り
、
前
者
の
拓
本
で
は
、
落
款
が
碑
面

向
か
っ
て
左
隅
に
二
行
に
亘
っ
て
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
窺
い
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

碑
面
の
状
況
は
、「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
面
概
念
図
（
後
掲
の
図
四
）
に
示
し
た

通
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
刻
石
さ
れ
て
い
る
正
文
に
該
当
す
る
箇
所
に
は
、

　

 

城
隍
神
、
祀
典
無
之
。
呉
越
有
之
風
俗
、
水
旱
疾
疫
必
禱
焉
。
有
唐
乾
元
二
年
、

秋
七
月
不
雨
。
八
月
既
望
、
縉
雲
縣
令
李
陽
氷
躬
禱
于
神
、
與
神
約
曰
「
五
日

不
雨
、
將
焚
其
廟
。」
及
期
大
雨
、
合
境
告
足
具
官
、
與
耆
耋
・
羣
吏
人
自
西
谷

遷
廟
于
山
巓
、
以
答
神
休
。

　

 

城
隍
神
は
唐
王
朝
の
祀
典
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
呉
越
に
は
そ
の
風
俗

が
あ
っ
て
、
大
雨
や
旱
魃
、
流
行
病
が
発
生
す
る
度
に
、
当
地
の
人
々
は
必
ず

城
隍
神
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
唐
の
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
の
秋
七
月
、（
処

州
縉
雲
県
に
は
）
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
八
月
一
六
日
に
縉
雲
県
令
で

あ
っ
た
李
陽
冰
が
自
ら
神
に
祈
り
を
捧
げ
、「
五
日
経
っ
て
も
雨
が
降
ら
な
か
っ

た
ら
、
廟
宇
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
お
う
」
と
神
と
約
束
し
た
。
そ
の
期
日
に
な

る
と
大
い
に
雨
が
降
っ
た
の
で
、
地
域
の
人
々
は
そ
の
旨
を
お
上
に
上
申
し
、

長
老
や
下
役
人
と
と
も
に
城
隍
廟
を
西
谷
か
ら
山
頂
へ
と
遷
し
た
。
こ
う
し
て

神
明
が
く
だ
さ
れ
た
御
利
益
に
報
い
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
内
容
の
文
が
、篆
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
碑
面
向
か
っ
て
左
隅
に
位
置
す

る
、
二
行
か
ら
な
る
落
款
に
は
、
碑
文
の
破
壊
及
び
修
復
の
経
緯
と
、
修
復
さ
れ
た
年
月

日
及
び
修
復
に
携
わ
っ
た
人
々
の
氏
名
が
、
以
下
の
如
く
楷
書
体
で
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

 

唐
乾
元
中
、
李
陽
冰
嘗
宰
是
邑
、
邑
西
山
之
巓
有
城
隍
祠
。
碑
刻
實
所
爲
記
與

篆
也
。
陽
冰
以
篆
冠
今
古
、
而
人
爭
欲
得
之
。
昨
縁
寇
攘
殘
缺
斷
裂
、
殆
不
可
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讀
。
偶
得
紙
本
於
民
間
、
遂
命
工
重
勒
諸
石
、
庶
廣
其
傳
亦
足
以
使
之
不
朽
也
。

　
 

大
宋
宣
和
五
年
、
歳
次
癸
卯
十
月
朔
、
承
信
郞
・
就
差
權
處
州
縉
雲
縣
尉
周
明
、

廸
功
郞
・
就
差
處
州
縉
雲
縣
主
簿
費
季
文
、將
仕
郞
・
處
州
縉
雲
縣
丞
李
良
翰
、

文
林
郞
・
就
差
處
州
縉
雲
縣
令
管
句
勸
農
公
事
呉
延
年
立
。

そ
こ
で
次
に
、
上
記
落
款
の
刻
文
を
参
考
に
し
て
、
こ
の
碑
文
が
破
壊
・
修
復
さ
れ

た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵ 

破
壊
・
修
復
さ
れ
た
経
緯

碑
面
の
向
か
っ
て
左
隅
に
極
め
て
小
さ
な
文
字
で
刻
ま
れ
た
落
款
の
一
行
目
に
は
、

　

 

こ
の
碑
に
は
、唐
の
乾
元
年
間
に
縉
雲
県
令
で
あ
っ
た
李
陽
冰
が
自
ら
撰
文
し
篆

書
体
で
著
し
た
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
李
陽
冰
は
篆
書
の
達
人
で
あ
り
、そ
の

名
声
が
知
れ
渡
っ
て
い
た
の
で
、
人
々
は
争
っ
て
彼
の
作
品
を
得
よ
う
と
し
た
。

そ
の
た
め
、
先
ご
ろ
盗
賊
が
こ
の
碑
を
盗
み
、
碑
石
は
損
な
わ
れ
断
裂
し
、
殆
ど

碑
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
偶
々
、民
間
よ
り
紙
媒
体
の

原
本
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、石
工
に
命
じ
て
こ
れ
を
石
に
刻
ま
せ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
李
陽
冰
の
伝
説
は
広
ま
り
不
朽
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
記
傍
線
部
に
見
え
る
、
碑
文
の
破
壊
活
動
を
行
っ
た
「
先
ご
ろ

の
盗
賊
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
碑
文
の
修
復
が
、
落
款
の
二
行
目
に
よ
る
と
、
宣
和
五

年
（
一
一
二
三
）
の
こ
と
な
の
で
、
方
臘
の
乱
に
よ
っ
て
発
生
し
た
賊
徒
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

宣
和
二
年
（
一
一
二
〇
）
一
〇
月
に
睦
州
で
勃
発
し
た
方
臘
の
乱
は
、瞬
く
間
に
周

辺
の
浙
江
省
一
帯
の
六
州
五
二
県
に
波
及
し
、
約
二
〇
〇
万
余
り
の
人
々
が
被
害
に

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
方
臘
の
賊
軍
は
、
大
運
河
の
終
点
で
あ
り
、
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
た
杭
州
を
陥
れ
、
浙
江
の
数
州
を
占
拠
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
た
め
、
そ

の
余
波
が
及
ん
だ
各
地
で
は
、
数
年
間
に
亘
り
、
賊
徒
に
よ
る
残
虐
な
殺
戮
や
破
壊

活
動
、
放
火
・
略
奪
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
、
人
民
は
日
常
的
に
不
安
に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
賊
徒
の
接
近
に
よ
る
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
各
都
市
の

人
民
た
ち
は
、
一
斉
に
城
隍
廟
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
の
祠
廟
に
祈
り
を
捧
げ
た
。

幸
い
に
も
賊
の
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
り
、
回
避
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
地
方

で
は
、
賊
の
撃
退
に
活
躍
し
た
神
々
の
多
様
な
言
説
が
作
ら
れ
語
り
継
が
れ
る
よ
う

に
な
っ
た⑤
。
一
方
、祠
廟
の
神
々
へ
の
祈
り
も
空
し
く
、直
接
反
乱
軍
の
被
害
を
被
っ

た
地
方
で
は
、
賊
徒
の
放
火
や
略
奪
行
為
に
よ
っ
て
、
祠
廟
や
そ
の
傍
ら
に
建
て
ら

れ
て
い
た
碑
文
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
土
地
の
神

様
の
活
躍
に
関
す
る
言
説
も
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。

縉
雲
県
に
は
、
す
で
に
唐
の
時
代
に
は
城
隍
廟
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
当
地
の
人
々
は
、
方
臘
の
乱
に
際
し
、
自
ら
の
安
寧
を
勿
論
こ
の
由
緒
あ
る
城
隍

神
に
祈
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
効
も
な
く
、
宣
和
三
年
（
一
一
二
一
）
に
処

州
が
陥
落
し
、
縉
雲
県
に
も
被
害
が
及
ん
だ
の
で
、
こ
の
碑
文
は
無
惨
に
も
賊
徒
に

よ
っ
て
碑
座
か
ら
切
り
取
ら
れ
、
碑
石
ご
と
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
城

隍
廟
碑
文
を
方
臘
の
賊
徒
が
破
壊
し
て
盗
ん
だ
の
は
、
碑
面
に
刻
ま
れ
た
文
字
が
李
陽

冰
の
手
に
な
る
も
の
で
、
こ
れ
が
芸
術
的
価
値
の
高
い
碑
文
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら

い
な
い
。
李
陽
冰
は
篆
書
体
、
特
に
秦
の
始
皇
帝
の
と
き
に
李
斯
が
つ
く
っ
た
小
篆
に

巧
み
で
、
生
前
か
ら
蒼
頡
（
黄
帝
の
臣
で
鳥
獣
の
足
跡
を
見
て
文
字
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
伝

説
上
の
人
物
）
の
後
身
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
世
間
で
も
絶
賛
さ
れ
る
ほ
ど
の
篆
書
体
の

名
手
で
あ
っ
た⑥
。
現
在
で
も
彼
の
作
品
は
、書
の
手
本
と
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
碑
文
自
体
は
、
僅
か
二
年
後
の
宣
和
五
年
（
一
一
二
三
）
に
、
民
間

で
出
回
っ
て
い
た
紙
本
に
基
づ
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
修
復
さ
れ⑦
、
そ
の
経
緯
が
碑

の
本
文
と
と
も
に
碑
面
の
傍
ら
に
小
さ
な
文
字
で
刻
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
修
復
し
た
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碑
文
の
建
立
に
関
わ
っ
た
の
は
、
碑
文
落
款
の
二
行
目
に
よ
る
と
、「
承
信
郞
・
就
差

權
處
州
縉
雲
縣
尉
周
明
、
廸
功
郞
・
就
差
處
州
縉
雲
縣
主
簿
費
季
文
、
將
仕
郞
・
處

州
縉
雲
縣
丞
李
良
翰
、
文
林
郞
・
就
差
處
州
縉
雲
縣
令
管
句
勸
農
公
事
呉
延
年
」
の

四
名
で
、
何
れ
も
縉
雲
県
の
地
方
官
で
あ
る
。
但
し
、
彼
等
の
氏
名
の
文
字
は
、
碑

陽
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
二
㎝
程
度
と
極
め
て
小
さ
く
、
石
面
に
刻
ま
れ

た
文
字
で
あ
る
が
故
に
、
よ
ほ
ど
接
近
し
な
い
限
り
は
内
容
を
判
別
し
難
い
。
従
っ

て
、彼
等
の
名
声
を
後
世
に
知
ら
し
め
ん
と
し
て
碑
文
を
修
復
し
た
と
も
思
え
な
い
。

そ
こ
で
碑
文
を
修
復
し
た
意
味
の
真
相
を
探
る
た
め
に
、「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
に
関

す
る
録
文
等
の
記
録
や
地
方
志
の
叙
述
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
へ
の
関
心

先
ず
本
節
で
は
、宋
か
ら
清
の
知
識
人
た
ち
が
書
き
残
し
た
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

碑
に
関
す
る
録
文
や
記
録
を
検
討
す
る
。
管
見
す
る
限
り
、
関
連
す
る
主
た
る
史
料

は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

①
北
宋
・
姚　

鉉
『
唐
文
粹
』（
一
〇
一
一
年
頃
）
巻
七
一
「
縉
雲
縣
城
隍
神
記
」

②
北
宋
・
歐
陽
脩
『
集
古
録
跋
尾
』（
一
〇
六
一
年
）
巻
七
「
唐
李
陽
冰
城
隍
神
記
」

③
北
宋
・
歐
陽
棐
『
集
古
録
目
』（
一
〇
六
九
年
）
巻
七
「
城
隍
廟
記
」

④
南
宋
・
鄭　

樵
（
一
一
〇
四
年
〜
一
一
六
二
年
）『
通
志
』
金
石
略
、唐
名
家
「
城
隍
廟
記
」

⑤
南
宋
・
趙
與
時
（
一
一
七
二
年
〜
一
二
二
八
年
）『
賓
退
録
』
巻
八
：
城
隍
廟
の
起
源
に
言
及

⑥
南
宋
・
王
應
麟
『
困
學
紀
聞
』（
一
二
六
五
年
〜
一
二
七
四
年
）
巻
二
〇
：
城
隍
廟
の
起
源
に
言
及

⑦
明
・
趙
子
函
『
石
墨
鐫
華
』（
一
六
一
八
年
）
巻
四
「
唐
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

⑧
清
・
全
祖
望
（
一
七
〇
五
年
〜
一
七
五
五
年
）『

埼
亭
集
經
史
問
答
』
巻
七
：
祈
雨
儀
礼
に
注
目

⑨
清
・
錢
大
昕
（
一
七
二
八
年
〜
一
八
〇
四
年
）『
潜
研
堂
金
石
文
跋
尾
』
巻
七
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

⑩
清
・
趙
紹
祖
『
金
石
文
鈔
』（
一
七
九
六
年
）
巻
六
「
唐
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

⑪
清
・
王　

昶
『
金
石
萃
編
』（
一
八
〇
五
年
）
巻
九
一
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

⑫
清
・
阮　

元
『
兩
浙
金
石
志
』（
一
八
二
四
年
）
巻
二
「
唐
城
隍
廟
碑
」

⑬
清
・
李
遇
孫
『

蒼
金
石
志
』（
一
八
三
四
年
）
巻
二
、唐
二
「
李
陽
冰
書
縉
雲
縣
城
隍
廟
碑
」

上
記
の
内
、
①
か
ら
③
ま
で
が
碑
文
が
破
壊
さ
れ
る
以
前
の
記
録
で
、
①
と
②
で

は
、
題
名
が
「
城
隍
廟
記
」
で
は
な
く
、「
城
隍
神
記
」
と
な
っ
て
い
る
。
①
は
「
縉

雲
縣
城
隍
神
記
」
の
釈
文
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
も
の
で
、
②
は
「
縉
雲
縣
城
隍
神

記
」
の
一
節
を
引
用
し
、
唐
か
ら
宋
へ
の
城
隍
廟
の
普
及
度
に
言
及
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
②
の
撰
者
で
あ
る
歐
陽
脩
に
は
、
他
に
李
陽
冰
の
「
忘
歸
臺
銘
」
や
「
孔

子
廟
記
」
に
関
す
る
記
述
も
あ
っ
て
、そ
の
中
で
「「
忘
歸
臺
銘
」「
孔
子
廟
記
」「
城

隍
廟
記
」
の
三
碑
は
、
み
な
縉
雲
県
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
篆
刻
は
、
李
陽
冰

の
通
常
の
篆
文
と
比
べ
る
と
書
体
が
最
も
細
い
。
世
俗
で
は
『
こ
の
三
つ
の
石
碑
は

み
な
活
き
て
い
て
、
歳
と
と
も
に
だ
ん
だ
ん
生
長
し
、
刻
石
箇
所
が
殆
ど
合
わ
さ
り
、

書
体
が
細
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
だ⑧
』
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
数
字
の
筆
画

の
中
に
は
す
ぐ
れ
て
力
強
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
ま
さ
し
く
真
蹟
で
あ
る
」
と
指
摘

し
、
李
陽
冰
の
書
体
そ
の
も
の
に
も
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
③
は
石
刻
の
目
録
な
の
で
、「
城
隍
廟
記
」
の
碑
銘
刻
石
の
撰
者
名
・
官
職
・
立
碑

年
を
記
録
す
る
に
止
ま
る
。

一
方
④
か
ら
⑬
は
、
こ
の
碑
文
が
修
復
さ
れ
て
以
降
の
記
録
で
あ
る
。
④
は
李
陽

冰
の
篆
書
に
関
わ
る
金
石
類
の
作
品
の
題
目
を
列
挙
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
⑤
及
び

⑥
は
、
李
陽
冰
の
碑
文
を
引
用
し
て
城
隍
神
信
仰
の
起
源
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た

⑦
で
明
の
趙
子
函
は
、
こ
の
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
に
関
し
て
、

　
 

李
陽
冰
は
、
縉
雲
県
令
で
あ
っ
た
と
き
、
旱
魃
に
際
し
て
城
隍
神
に
祈
り
を
捧

げ
、
五
日
経
っ
て
も
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
ら
、
廟
宇
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
お
う

と
神
と
約
束
し
た
。
そ
の
期
日
に
な
る
と
大
い
に
雨
が
降
っ
た
の
で
、
城
隍
廟

を
遷
し
て
そ
の
事
を
碑
文
に
記
録
し
た
。
彼
の
書
体
は
勿
論
珍
し
い
が
、
そ
の
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事
実
も
矢
張
り
珍
し
い
。
私
は
そ
の
篆
文
の
字
体
が
細
い
け
れ
ど
も
す
ぐ
れ
て

力
強
く
、
神
の
如
く
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
を
観
た
。
嘗
て
歐
陽
脩
は
「
李

陽
冰
の
他
の
篆
文
と
比
べ
る
と
書
体
が
最
も
細
い
」
と
見
な
し
た
が
、
私
は
ま

さ
に
そ
こ
に
こ
そ
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
歐
陽
脩
は
「
世
俗

で
は
こ
の
碑
石
と
忘
歸
臺
及
び
孔
子
廟
に
関
す
る
三
つ
の
石
碑
は
み
な
活
き
て

い
て
、
歳
と
と
も
に
だ
ん
だ
ん
生
長
し
、
刻
石
箇
所
が
殆
ど
合
わ
さ
り
、
書
体

が
細
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
時
か
ら
四
、五
百
年
経
過
し
た
今
、
ど
う
し
て
文
字
の
な
い
碑
文

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
碑
文
に
「
城
隍
神
は
唐
王
朝
の
祀
典

に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
呉
越
に
は
そ
れ
が
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
歐
陽
脩

は
「
城
隍
廟
は
全
国
的
に
普
及
し
て
い
る
が
、
県
に
は
ま
だ
少
な
い
よ
う
だ
」

と
言
っ
て
い
る
が
、
今
は
す
べ
て
の
県
に
城
隍
廟
が
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に

碑
文
の
中
で
、「
城
隍
廟
を
西
谷
か
ら
山
頂
へ
と
遷
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
以
前

は
城
隍
廟
が
必
ず
し
も
城
内
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

今
、
西
安
府
西
の
大
き
な
村
落
に
城
隍
廟
が
多
く
あ
る
の
は
、
昔
か
ら
の
遺
風

が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
記
し
、
李
陽
冰
の
書
体
の
芸
術
的
な
価
値
へ
の
言
及
に
加
え
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
珍
し
さ
、
歐
陽
脩
の
字
体
に
関
す
る
説
や
城
隍
廟
の
普
及
度
に
つ
い
て
の
言
に
対

す
る
持
論
の
展
開
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
更
に
⑧
で
は
、
清
の

全
祖
望
が
李
陽
冰
の
祈
雨
儀
礼
の
在
り
方
に
注
目
し
、
李
陽
冰
の
旱
魃
に
際
し
て
の

城
隍
神
へ
の
焚
廟
の
祈
り
は
、
古
礼
を
実
行
し
た
も
の
で
、
雨
が
潤
っ
た
の
ち
に
廟

宇
を
西
谷
か
ら
山
頂
に
遷
し
て
神
明
の
御
加
護
に
報
い
た
の
は
、
古
礼
を
変
通
し
た

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
碑
文
の
修
復
後
に
記
録
さ
れ
た
④

か
ら
⑧
は
、
多
様
な
視
点
か
ら
当
該
碑
文
へ
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
録
で
は
、
こ
の
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
が
修
復
さ
れ
た
碑
石

で
あ
る
こ
と
へ
の
言
及
は
、
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
へ
の
注
目
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
⑨
の
錢
大
昕
の
記
録
以
降
で
あ
る⑨
。
勿
論
、
⑨
か
ら
⑬
に
つ

い
て
も
、
そ
の
撰
者
の
関
心
は
、
城
隍
神
信
仰
の
起
源
と
そ
の
後
の
拡
が
り
、
李
陽

冰
と
い
う
人
物
や
刻
石
さ
れ
た
字
体
に
つ
い
て
等
々
多
岐
に
わ
っ
て
い
る
。
但
し
よ

り
特
徴
的
な
の
は
、
明
ら
か
に
直
に
碑
文
を
観
察
し
て
、
そ
の
碑
の
形
体
や
大
き
さ
、

碑
面
の
状
態
な
ど
、
碑
の
史
料
性
に
着
目
し
た
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
、
清
の
乾
隆
帝
の
時
代
以
降
に
、
考
証
学
の
手
法

が
盛
り
込
ま
れ
た
緻
密
な
成
果
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
と
、
何
等
か
の
関
係
が
あ
る

こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
宋
か
ら
清
の
知
識
人
た
ち
が
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
を
捉
え
た

視
点
や
興
味
は
極
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
等
の
関
心
を
考
慮
す
る
と
、

碑
文
の
内
容
の
珍
し
さ
や
碑
文
そ
の
も
の
も
が
も
つ
芸
術
的
価
値
の
高
さ
故
に
修
復

さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
緻
密
な

考
証
学
の
成
果
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
は
、こ
の
土
地
と
縁
の
な
い
知
識
人
た
ち
が
、

こ
の
碑
文
が
修
復
さ
れ
た
こ
と
に
は
関
心
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
碑
文
が
修

復
さ
れ
た
真
の
意
味
は
、
む
し
ろ
縉
雲
県
の
地
域
性
や
土
地
の
利
害
と
関
係
し
て
い

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
か
か
る
点
を
考
察

す
る
の
に
有
効
な
、
縉
雲
県
の
城
隍
廟
に
関
連
す
る
地
方
志
所
収
の
史
料
群
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
修
復
さ
れ
た
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
の
後
世
へ
の
影
響

縉
雲
県
の
地
方
志
編
纂
は
、光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
冒
頭
に
所
収
の
「
重
修
縣
志
序
」

に
よ
る
と
、
明
の
萬
暦
五
年
（
一
五
七
七
）
に
始
ま
り
、
康
煕
・
乾
隆
・
道
光
年
間
に

そ
れ
ぞ
れ
重
修
さ
れ
た
と
あ
る
。
但
し
、
筆
者
が
現
時
点
ま
で
に
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
康
煕
『
縉
雲
縣
志
』（
康
煕
一
〇
年
﹇
一
六
七
一
﹈
修
）
と
光
緒
『
縉
雲
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縣
志
』（
光
緒
二
年
﹇
一
八
七
六
﹈
修
）
の
二
志
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
志
に
見
出
せ

る
縉
雲
県
城
隍
廟
に
関
連
す
る
史
料
は
、主
と
し
て
三
種
に
分
類
で
き
る
。
そ
れ
は
、

李
陽
冰
に
関
す
る
伝
記
史
料
、
地
方
官
の
祈
雨
と
廟
宇
重
修
に
関
連
す
る
史
料
、
祀

神
へ
の
賜
額
・
賜
号
に
関
連
す
る
史
料
の
三
種
で
あ
る
。
以
下
順
次
分
析
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。⑴　

李
陽
冰
に
関
す
る
伝
記
史
料

唐
の
乾
元
年
間
に
県
令
で
あ
っ
た
李
陽
冰
の
伝
記
は
、
筆
者
が
参
照
し
た
二
志
と

も
、
左
記
の
通
り
に
掲
載
し
て
い
る
。

　

 

唐
李
陽
冰
、
趙
郡
人
。
乾
元
間
爲
令
、
脩
孔
子
廟
、
自
爲
記
。
歳
旱
、
禱
於
城

隍
、
與
神
約
不
雨
焚
其
廟
。
及
期
雨
、
闔
境
告
足
、
亦
自
記
之
。
秩
満
、
退
居

吏
隠
山
、
篆
蹟
猶
存
。
後
遷
當
塗
令
。（
康
煕
『
縉
雲
縣
志
』
巻
三
、
宦
蹟
）

　

 

李
陽
冰
、
字
少
温
、
趙
郡
人
。
以
詞
翰
名
、
尤
精
小
篆
。
乾
元
間
縣
令
、
脩
孔

子
廟
、
自
爲
文
記
之
。
歳
旱
、
禱
於
城
隍
、
與
神
約
不
雨
焚
其
廟
。
及
期
雨
、

闔
境
告
足
、
遷
廟
於
西
山
巓
、
亦
自
爲
記
。
秩
満
、
退
居
吏
隠
山
、
後
遷
當
塗

令
、
官
至
將
作
少
監
。（
光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻 

六
、
列
傳
）

内
容
的
に
は
、
各
志
で
若
干
異
な
っ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

い
ず
れ
も
彼
が
旱
魃
に
あ
た
っ
て
、
城
隍
廟
の
祀
神
と
焚
廟
の
約
束
を
し
、
結
果
的

に
雨
が
降
っ
て
、そ
の
記
録
を
残
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
右
記
引
用

文
中
の
傍
線
部
を
参
照
）。
実
際
に
地
方
志
の
叙
述
は
、現
地
に
立
て
ら
れ
た
碑
文
を
参

考
に
し
て
い
る
場
合
が
度
々
あ
る⑩
。
従
っ
て
、
修
復
さ
れ
た
碑
文
が
存
在
し
て
い
た

か
ら
こ
そ
、
こ
の
李
陽
冰
の
伝
説
は
、
長
ら
く
現
地
の
人
々
の
記
憶
と
し
て
語
り
継

が
れ
て
不
朽
の
も
の
と
な
り
、
李
陽
冰
の
祈
り
か
ら
九
〇
〇
年
以
上
も
後
の
地
方
志

に
記
録
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
唐
代
に
こ
の
地
に
地
方
官
と
し
て
赴
任

し
た
人
物
は
数
多
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
二
志
と
も
に
「
職
官
」
の
門
目
が
建
て
ら

れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、
李
陽
冰
と
李
繇
の
二
名
の
み
を
掲
載
す
る
に
止
ま
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
陽
冰
に
関
す
る
記
憶
は
、
長
き
に

亘
っ
て
現
地
の
人
々
に
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑵　

地
方
官
の
祈
雨
と
廟
宇
重
修
に
関
連
す
る
史
料

さ
て
地
方
志
に
は
、「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
が
修
復
さ
れ
て
以
降
の
関
連
す
る
記

録
も
複
数
記
載
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
目
を
ひ
く
の
は
、
そ
の
後
の
地
方
官
の
祈
雨
と

廟
宇
重
修
に
関
連
す
る
記
録
が
多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
管
見
の
限

り
、
宋
か
ら
明
ま
で
は
、
左
記
の
五
点
を
抽
出
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
に
も
ま
た
、

①
一
一
二
七
年
‥
知
県
蘇
德
秀
、
城
隍
廟
に
祈
雨
。「
知
縣
蘇
侯
祈
雨
記
」

②
一
三
五
四
年
‥
主
簿
單　

郁
、
城
隍
廟
に
祈
雨
。「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
記
」

③
一
五
二
〇
年
‥
知
県
閻　

泰
、
城
隍
廟
に
祈
雨
。「
閻
侯
祈
雨
感
應
碑
記
」

④
一
六
一
六
年
‥
知
県
雷
叔
聞
、
城
隍
廟
に
祈
雨
。「
縣
令
雷
叔
聞
碑
」

⑤
一
六
二
一
年
‥
知
県
王
懋
鋙
、
城
隍
廟
に
祈
雨
。「
縣
令
王
懋
鋙
紀
」

李
陽
冰
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
し
、
祀
神
を
脅
迫
す
る
か
の
よ
う
な
李
陽
冰
的

祈
り
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
①
の
「
知
縣

蘇
侯
祈
雨
記
」（
康
煕
『
縉
雲
縣
志
』
巻
七
、
藝
文
）
は
、
縉
雲
県
人
で
あ
っ
た
南
宋
の

陶
耕
が
撰
文
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
概
ね
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 

縉
雲
県
は
土
壌
が
低
く
湿
気
が
多
く
て
狭
い
の
で
、
居
民
は
多
く
が
山
を
切
り

開
い
て
耕
作
を
し
て
い
ま
す
。
灌
漑
の
便
も
な
い
の
で
、
毎
年
の
豊
凶
は
、
す

べ
て
天
の
巡
り
合
わ
せ
次
第
で
す
。
雨
天
と
晴
天
が
時
節
に
適
っ
て
い
れ
ば
、
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そ
の
歳
は
豊
作
に
な
り
ま
す
が
、
少
し
で
も
旱
魃
や
大
雨
が
発
生
す
る
と
、
凶

年
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
従
っ
て
、
恩
沢
を
興
し
、
こ
こ
の
民
に
福
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
の
は
、
神
以
外
に
頼
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
丁
未
の
歳
（
建

炎
元
年
﹇
一
一
二
七
﹈）
に
、
鎭
江
府
出
身
の
蘇
公
（
蘇
德
秀
）
が
こ
の
県
に
長
官

と
し
て
赴
任
し
て
き
ま
し
た
。
蘇
公
は
、
こ
の
年
の
六
月
に
雨
が
降
ら
な
か
っ

た
た
め
、
穀
物
が
枯
れ
て
実
り
が
見
込
め
ず
、
人
民
が
飢
饉
に
直
面
す
る
こ
と

を
憂
え
、
五
日
間
心
身
を
清
め
、
自
ら
祈
禱
文
を
し
た
た
め
て
城
隍
神
に
朝
夕

怠
り
な
く
祈
り
を
捧
げ
た
。
し
か
し
、
状
況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
廟
内
を
廻
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
李
陽
冰
の
碑
文
が
目
に
入
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
降
雨
を
神
に
祈
り
、
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
ら
祠
廟
を
焼
き
払
っ
て
し

ま
う
と
い
う
約
束
を
し
て
、
実
際
に
期
日
通
り
に
雨
が
降
り
、
全
境
域
の
人
々

が
潤
っ
た
と
い
う
文
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
蘇
公
は
嘆
い
て
、「
あ
あ
、
ど

う
し
て
彼
の
場
合
は
、
こ
ん
な
に
速
や
か
に
神
が
応
じ
て
く
れ
た
の
に
、
私
で

は
だ
め
な
の
か
。
私
も
李
陽
冰
を
継
承
し
て
や
っ
て
み
よ
う
。
五
日
た
っ
て
も

雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、私
も
廟
宇
を
焼
き
払
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。

も
し
期
日
通
り
に
雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
た
ら
、
廟
宇
を
立
派
に
し
て
塗
装
し
、

神
の
私
へ
の
御
加
護
を
慈
し
ん
で
差
し
上
げ
た
い
と
思
う
が
、
如
何
か
。」
と

言
っ
た
。
す
る
と
癸
未
の
日
を
入
れ
て
四
日
後
の
丙
戌
の
日
に
、
雲
が
さ
か
ん

に
興
り
、
草
木
を
潤
す
雨
が
降
っ
た
。
蘇
公
の
正
し
く
真
っ
直
ぐ
な
城
隍
神
へ

の
祈
り
無
く
し
て
、
ど
う
し
て
神
様
の
霊
験
が
お
こ
り
え
ま
し
ょ
う
。（
中
略
）

唐
の
乾
元
年
間
か
ら
我
が
宋
王
朝
に
至
る
ま
で
四
百
年
余
、
そ
の
間
、
民
を
育

ん
で
く
れ
た
も
の
は
多
く
い
ま
し
た
が
、
政
事
で
神
明
を
動
か
し
た
人
は
、
李

侯
以
降
は
殆
ど
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
但
し
蘇
公
が
赴
任
す
る
と
、
政
治
は
人

民
の
意
を
汲
み
取
る
ほ
ど
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
、
唐
の
著
名
な
賢
人
が
再
び

今
現
れ
た
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
李
陽
冰
と
同
様
に
、
立
派
な
人
徳
で
神

明
を
動
か
す
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
蘇
公
は
た
だ
ち
に
工
人
に

命
じ
て
、廟
像
を
立
派
に
さ
せ
、神
の
御
下
賜
に
報
い
ま
し
た
。
土
地
の
長
老
・

知
識
人
・
庶
民
は
み
な
感
服
し
、
蘇
公
の
立
派
な
行
い
を
讃
え
て
、
唐
の
李
公

と
と
も
に
そ
の
伝
説
を
永
久
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
願
っ
た
た
め
、
私
、
陶
耕

に
碑
文
を
作
ら
せ
た
の
で
す
。
私
、
陶
耕
は
こ
の
県
の
人
間
で
、
李
侯
の
こ
と

に
は
遭
遇
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
幸
い
に
も
蘇
公
の
盛
事
を
目
の
辺
り
に
し
ま

し
た
。（
中
略
）
義
と
し
て
断
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
身
を
清
め
て
そ
の

事
実
を
書
き
記
し
ま
し
た
。
建
炎
元
年
、
秋
七
月
己
丑
朔
日
、
記
す⑪
。

こ
の
南
宋
初
め
の
知
県
、
蘇
德
秀
に
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
北
宋
末
期
に
「
縉
雲

縣
城
隍
廟
記
」
の
碑
文
が
修
復
さ
れ
て
か
ら
四
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
修
復
さ
れ

た
碑
文
の
存
在
に
よ
り
、
蘇
公
は
こ
の
碑
文
を
目
に
し
、
そ
の
内
容
に
大
い
に
影
響

を
受
け
て
、李
陽
冰
と
同
様
の
祈
り
を
城
隍
神
に
捧
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
文
の
書
き
手
で
あ
る
陶
耕
は
、
縉
雲
県
の
人
で
あ
り
、
宣
和
三
年

（
一
一
二
一
）
に
科
挙
の
進
士
科
に
及
第
し
て
い
る⑫
の
で
、
明
ら
か
に
こ
の
土
地
の
エ

リ
ー
ト
で
あ
る
。
彼
が
記
し
た
内
容
は
、
知
県
、
蘇
德
秀
の
行
い
を
賞
賛
す
る
も
の

で
は
あ
っ
た
が
、
蘇
公
の
実
績
を
唐
の
李
陽
冰
に
匹
敵
す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
点

か
ら
し
て
、
彼
の
よ
う
な
現
地
の
知
識
人
に
も
ま
た
、
唐
の
李
陽
冰
の
伝
説
が
深
く

心
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
知
識
人
の
み
な
ら
ず
、
土

地
の
長
老
や
庶
民
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
陶
耕
が
こ
の
文
の
執
筆

を
引
き
受
け
た
の
は
、「
土
地
の
長
老
・
知
識
人
・
庶
民
は
み
な
感
服
し
、
蘇
公
の
立

派
な
行
い
を
讃
え
て
、
唐
の
李
公
と
と
も
に
そ
の
伝
説
を
永
久
の
も
の
と
す
る
こ
と

を
願
っ
た
た
め
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

李
陽
冰
へ
の
深
い
思
い
と
李
陽
冰
的
祈
り
の
継
承
は
、
そ
の
後
の
記
録
に
も
見
え

る
。
②
の
「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
記
」（
康
煕
『
縉
雲
縣
志
』
巻
一
二
、藝
文
・
碑
碣
）
で

は
、「
唐
の
乾
元
年
間
に
、
城
隍
神
に
祈
願
し
て
霊
験
が
現
れ
た
こ
と
は
、
県
令
の
李

陽
冰
が
刻
石
し
て
記
し
て
い
る
た
め
、
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
、
先
ず
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唐
の
李
陽
冰
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
後
に
、
次
の
出
来
事
を
伝
え
て
い
る
。

　

 
元
の
至
正
一
四
年
（
一
三
五
四
）
の
夏
は
、翌
月
に
な
っ
て
も
雨
が
降
ら
な
か
っ

た
た
め
、
七
月
五
日
に
、
縉
雲
県
の
主
簿
で
あ
っ
た
單
郁
（
文
英
公
）
が
城
隍
神

に
申
し
上
げ
ま
し
た
。「
去
年
は
旱
で
、
今
年
は
近
く
で
戦
が
あ
り
、
人
民
は
疲

弊
し
て
生
活
に
安
ん
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
が
生
活
に
安
ん
じ
ら
れ
な
か
っ

た
ら
、神
以
外
に
一
体
何
に
頼
れ
ま
し
ょ
う
か
。
三
日
経
っ
て
雨
が
降
っ
た
ら
、

廟
宇
を
一
新
す
る
こ
と
を
お
約
束
し
ま
す
」
と
。
そ
の
後
や
が
て
、
七
月
八
日

に
予
想
通
り
雨
が
降
り
、
一
一
日
に
も
ま
た
降
雨
が
あ
っ
て
辺
り
一
面
十
分
に

潤
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
單
公
は
自
ら
金
を
出
し
、
県
の
知
識
人
た
ち
か
ら
も

寄
附
を
募
り
、
全
部
で
若
干
緡
を
得
ら
れ
た
の
で
、
堂
殿
・
廊
廡
・
神
像
・
手

摺
り
の
う
ち
、
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ
た
も
の
は
交
換
し
、
敝
壊
し
て
弁
別
で
き

な
く
な
っ
た
も
の
は
新
し
く
し
、
ひ
び
割
れ
て
醜
く
な
っ
た
も
の
は
補
強
し
、

優
れ
た
大
工
に
百
年
は
保
つ
よ
う
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た⑬
。

こ
こ
で
の
元
の
單
郁
が
と
っ
た
行
動
は
、
明
ら
か
に
李
陽
冰
的
祈
り
と
そ
の
行
い
の

継
承
で
あ
り
、
彼
が
修
復
さ
れ
た
碑
文
を
見
て
参
考
に
し
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な

い
。
な
お
、
こ
の
文
章
が
刻
ま
れ
た
碑
石
は
、
何
と
李
陽
冰
の
篆
書
体
の
文
章
が
刻

ま
れ
て
い
た
「
修
文
宣
王
廟
記
（
孔
子
廟
記
）」
の
原
石
で
、
そ
の
芸
術
的
な
価
値
の

分
か
ら
ぬ
田
舎
者
が
、
碑
面
を
磨
き
去
り
、
そ
こ
に
「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
記
」
を

刻
ん
で
し
ま
い
、
篆
額
の
左
に
あ
る
「
有
唐
」
の
二
文
字
だ
け
が
、
李
陽
冰
の
書
と

し
て
存
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う⑭
。
実
際
に
こ
の
刻
文
を
書
き
写
し
た
の
は
、
縉

雲
県
の
知
識
人
で
宋
壽
之
と
い
う
も
の
で
、
碑
石
を
建
て
る
の
に
携
わ
っ
た
役
人
も

こ
の
県
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
工
事
を
監
視
し
た
の
は
「
廟
吏
」
な
の
で
、
当

地
の
出
身
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い⑮
。
従
っ
て
現
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
同
じ

李
陽
冰
の
碑
文
で
も
、
こ
の
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
以
外
の
碑
文
に
は
、
殆
ど
価
値

を
見
出
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
地
の
人
民
に
と
っ
て
は
、
唐
代
に
旱

か
ら
人
々
を
救
っ
た
李
陽
冰
の
行
い
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
く
地
方
官

の
事
蹟
を
伝
承
し
て
い
く
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
明
代
に
記
さ
れ

て
刻
ま
れ
た
③
の
「
閻
侯
祈
雨
感
應
碑
記⑯
」
や
、
④
の
「
縣
令
雷
叔
聞
碑
」、
⑤
の

「
縣
令
王
懋
鋙
紀⑰
」
に
も
ま
た
、唐
の
李
陽
冰
と
後
の
地
方
官
の
祈
雨
に
関
わ
る
事
蹟

と
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
録
が
残
存
し
て
い
る
の
は
、
修
復
さ
れ
た
碑

文
に
見
え
る
唐
の
李
陽
冰
の
伝
説
と
こ
の
城
隍
廟
自
体
が
、
縉
雲
県
の
人
々
に
よ
っ

て
、
代
々
重
要
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
そ
の
後
、
清
代
に
至
る
と
、

廟
宇
の
重
修
乃
至
は
修
復
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
。
光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻
五
、

禋
祀
「
城
隍
廟
」
に
見
え
る
記
録
だ
け
で
も
、一
六
五
〇
年
、一
六
六
一
年
、一
六
六
八

年
、
一
七
四
九
年
、
一
八
一
七
年
、
一
八
五
三
年
、
一
八
六
五
年
の
七
回
を
数
え
る
。

何
れ
も
知
県
や
県
人
が
寄
付
を
集
め
る
な
ど
し
て
廟
宇
等
を
一
新
乃
至
は
修
復
し
、

「
重
修
記
」
を
立
碑
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
修
復
さ
れ
た
こ
の
碑
文
の
影
響
で
、
い
わ
ゆ
る
唐
の
李
陽
冰
的

祈
り
が
後
世
数
百
年
に
わ
た
り
継
承
さ
れ
て
い
き
、
清
代
以
降
も
廟
宇
の
重
修
が
繰

り
返
し
な
さ
れ
て
城
隍
廟
が
大
切
に
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
矢
張
り
こ
の
城
隍
廟
が

日
常
的
に
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て
祈
り
の
重
要
な
拠
点
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な

存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
こ
の
土
地
柄
と
も
深
く
関
係
し
て
い

た
。
南
宋
の
陶
耕
が
著
し
た
「
知
縣
蘇
侯
祈
雨
記
」
の
冒
頭
に
は
、「
縉
雲
県
は
土
壌

が
低
く
湿
気
が
多
く
て
狭
い
の
で
、
居
民
は
多
く
が
山
を
切
り
開
い
て
耕
作
を
し
、

灌
漑
の
利
便
性
も
な
い
の
で
、
毎
年
の
豊
凶
は
、
す
べ
て
天
の
巡
り
合
わ
せ
次
第
で

あ
り
、
雨
天
と
晴
天
が
時
節
に
適
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
歳
は
豊
作
に
な
る
が
、
少
し

で
も
旱
魃
や
大
雨
が
発
生
す
る
と
、
凶
年
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
元
代
に
著
さ
れ
た
「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
碑
」
の
末
尾
に
、
祭
祀
の
際

に
土
地
の
人
々
が
声
を
合
わ
せ
て
歌
っ
た
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
神

之
神
兮
山
澤
之
英
、
秉
正
直
兮
爲
神
之
靈
、
掌
斯
邑
兮
分
幽
與
明
、
錫
侯
爵
兮
被
國
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恩
榮
、
衞
四
境
兮
恒
謐
以
甯
、
旱
不
土
赤
兮

不
川
盈
、
福
我
父
子
兮
世
世
生
生
。」

と
あ
り
、
城
隍
神
を
讃
え
る
文
句
と
し
て
、
郷
土
守
護
の
性
格
の
中
で
も
、
特
に
旱

と

と
に
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
方
臘
の
乱
に
よ
る
脅
威
か
ら
の
回
避
も
勿
論
重

要
で
、
治
安
の
安
定
を
神
に
祈
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
脅
威
が
去
れ

ば
、
天
候
の
不
順
は
ま
さ
し
く
死
活
問
題
で
、
城
隍
神
に
す
が
っ
て
祈
る
こ
と
が
重

大
事
で
あ
り
、
旱
魃
を
解
消
さ
せ
た
李
陽
冰
の
伝
説
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

関
連
碑
文
を
含
め
た
信
心
の
場
の
修
復
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
碑
文

の
修
復
は
、
現
地
に
と
っ
て
は
か
か
る
重
要
な
、
地
域
特
有
の
意
味
を
帯
び
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

⑶　

祀
神
へ
の
賜
額
・
賜
号
に
関
連
す
る
史
料

と
こ
ろ
で
、
地
方
志
に
記
録
さ
れ
た
関
連
史
料
を
見
る
と
、
祀
神
へ
の
賜
額
・
賜

号
に
関
す
る
記
録
も
見
出
せ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、こ
の
縉
雲
県
の
城
隍
神
に
は
、

嘉
泰
二
年
（
一
二
〇
二
）
に
、知
県
の
朱
堂
が
祀
神
の
霊
験
を
上
奏
し
た
こ
と
に
よ
り
、

廟
額「
顯
應
」が
宋
朝
よ
り
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
次
い
で
、景
定
五
年（
一
二
六
四
）

に
は
「
廣
惠
侯
」
に
封
じ
ら
れ
、
咸
淳
九
年
（
一
二
七
四
）
に
は
加
封
が
な
さ
れ
て

「
廣
惠
昭
應
侯
」
の
封
号
を
賜
っ
て
い
る⑱
。
こ
れ
ら
の
封
号
下
賜
に
際
し
て
は
、「
顯

應
廟
神
封
廣
惠
侯
尙
書
敕
符
碑
」
及
び
「
顯
應
廟
廣
惠
侯
加
封
尙
書
敕
符
碑
」
が
城

隍
廟
内
に
立
て
ら
れ
、
そ
の
録
文
が
地
方
志
等
に
残
さ
れ
て
い
る⑲
。

こ
う
し
た
宋
朝
の
賜
額
・
賜
号
制
度
が
完
成
し
た
の
は
、
北
宋
末
期
の
徽
宗
皇
帝

の
時
代
で
あ
っ
た
。
徽
宗
は
即
位
し
て
か
ら
、
度
々
宗
教
改
革
を
行
い
、
王
朝
創
業

以
降
初
め
て
、
各
地
の
祠
廟
や
道
教
・
仏
教
関
係
の
施
設
を
す
べ
て
中
央
で
把
握
・

統
制
し
よ
う
と
し
、
広
く
儒
・
仏
・
道
の
三
教
全
般
に
わ
た
る
改
革
・
統
制
に
目
を

向
け
て
い
た
。
三
つ
の
教
の
統
制
を
通
し
て
、
民
間
の
人
々
の
心
性
を
も
支
配
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
画
期
的
で
あ
っ
た
の
は
、
各
地
の
祠
廟
に
つ
い
て
、

地
方
の
末
端
に
至
る
ま
で
の
賜
額
・
賜
号
シ
ス
テ
ム
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

宋
朝
は
人
民
教
化
の
た
め
に
、望
ま
し
い
霊
験
を
著
し
く
顕
し
て
く
れ
る
祀
神
に
は
、

廟
額
や
封
号
を
下
賜
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
が
、
そ
の
完
全
制
度
化
が
徽
宗
時

代
に
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
賜
額
・
賜
号
の
承
認
に
あ
た
っ
て
宋
朝
が
特
に
重
視
し

た
の
は
、
祀
神
の
性
質
で
あ
り
、
近
隣
の
地
方
官
に
現
地
調
査
を
二
度
に
わ
た
り
課

す
ほ
ど
に
徹
底
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
灼
か
な
霊
験
が
刻
ま
れ
た
碑
文
は
、
賜
額
・

賜
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
地
方
官
が
確
認
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た⑳
。

実
際
に
縉
雲
県
の
城
隍
廟
は
、
碑
文
が
修
復
さ
れ
て
す
ぐ
に
賜
額
・
賜
号
が
な
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
、
修
復
さ
れ
た
碑
文
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
に

加
え
、
南
宋
は
じ
め
に
立
碑
さ
れ
た
「
知
縣
蘇
侯
祈
雨
記
」
が
存
在
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
南
宋
時
代
に
三
度
に
わ
た
り
、
宋
朝
か
ら
廟
額
・
封
号
を
下
賜
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
顯
應
廟
神
封
廣
惠
侯
尙
書
敕
符
碑
」
及
び
「
顯
應
廟
廣
惠

侯
加
封
尙
書
敕
符
碑
」に
刻
ま
れ
た
祀
神
の
霊
験
に
関
す
る
文
の
く
だ
り
を
見
る
と
、

何
れ
も
「
旱
乾
水
溢
、
無
感
不
通
」
や
「
旱
不
苦
、
雨
不
愁
、
随
禱
而
應
」
と
記
さ

れ
て
お
り
、現
地
に
立
て
ら
れ
て
い
た
碑
文
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。

地
方
官
に
よ
る
現
地
調
査
結
果
が
、
中
央
政
府
に
上
申
さ
れ
、
碑
文
の
内
容
が
、
皇

帝
の
勅
を
盛
り
込
ん
だ
尚
書
省
発
布
の
文
書
に
組
み
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
文
を
修
復
し
た
背
景
に
は
、
城
隍
廟
の

祀
神
が
、
将
来
的
に
宋
朝
か
ら
廟
額
・
封
号
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

地
方
官
に
よ
る
審
査
に
向
け
た
準
備
を
す
る
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

城
隍
廟
が
宋
朝
公
認
の
祠
廟
と
も
な
れ
ば
、
皇
帝
の
勅
が
刻
ま
れ
た
碑
が
廟
内
に
立

て
ら
れ
て
廟
宇
が
荘
厳
と
な
り
、
信
仰
の
拠
点
と
し
て
の
権
威
を
益
々
高
め
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
廟
宇
に
修
繕
を
要
す
る
よ
う
な
状
況
が
現
れ
た
場
合
に
も
、
地
方
官

衙
か
ら
係
省
銭
（
賦
税
等
の
留
州
分
）
が
拠
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る㉑
。
現
地
の
人
々
に
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と
っ
て
は
、
祈
り
の
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
賜
額
・
賜
号
に
与
る
こ
と
に

は
、
利
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
縉
雲
県
城
隍
廟
の
歴
史
と
地
域
性

本
稿
の
第
二
節
と
第
三
節
で
考
察
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
縉
雲
県
城
隍
廟
の
歴
史

を
整
理
し
て
纏
め
た
の
が
、次
頁
に
掲
げ
た
「
縉
雲
県
城
隍
廟
関
連
年
表
」
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
年
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻 

五
、
禋
祀
「
城

隍
廟
」
に
見
え
る
、
こ
の
城
隍
廟
の
史
的
変
遷
に
関
わ
る
叙
述
も
参
照
し
て
い
る
。

こ
の
年
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
縉
雲
県
の
城
隍
廟
は
、
少
な
く
と
も
乾
元
二

年
（
七
五
九
）
よ
り
以
前
か
ら
存
在
し
、
清
末
の
光
緒
年
間
に
至
る
ま
で
、
千
年
以
上

に
も
わ
た
っ
て
現
地
の
人
々
に
よ
っ
て
大
切
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
間
、
人
民

の
祈
り
も
空
し
く
、
方
臘
の
賊
徒
の
被
害
を
受
け
、
城
隍
廟
に
関
わ
る
大
事
な
碑
文

が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
惨
事
に
も
遭
遇
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に

碑
文
は
修
復
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
碑
文
が
、
後
世
の
多
く
の
知
識
人
達
に
多
様
な

関
心
を
も
た
れ
る
ほ
ど
に
、
内
容
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
刻
ま
れ
た
文
字
自
体
が
芸

術
的
に
高
い
価
値
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
す
ぐ
に

修
復
さ
れ
た
理
由
は
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
土
地
特
有
の
地
理
的
環
境
の
故

に
、
碑
文
が
建
て
ら
れ
て
い
た
城
隍
廟
が
、
現
地
の
人
々
に
と
っ
て
祈
り
の
重
要
な

拠
り
所
で
あ
り
、
人
々
が
城
隍
神
に
対
し
て
深
い
信
心
の
心
を
有
し
、
唐
代
に
旱
か

ら
人
民
を
救
っ
て
く
れ
た
李
陽
冰
の
偉
業
を
大
切
に
伝
承
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
実
際
に
、宣
和
三
年
（
一
一
二
一
）
に
方
臘
の
賊
軍
が
処
州
を
陥
落
さ
せ
て
、

縉
雲
県
の
城
隍
廟
や
碑
文
を
破
壊
し
た
の
ち
、
碑
文
が
修
復
さ
れ
て
よ
り
以
来
、
数

百
年
に
わ
た
っ
て
地
方
官
や
現
地
の
人
々
に
よ
っ
て
祈
雨
や
廟
宇
の
重
修
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
祈
り
は
、
何
れ
も
こ
の
時
に
修
復
さ
れ
た
碑
文
を
参
照

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
宋
朝
か
ら
賜
額
・
賜
号
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
も
と
も
と
そ
の
栄
誉
に
与
る
た
め
に
碑
文
が
修
復
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、

碑
文
が
修
復
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、城
隍
神
の
灼
か
な
霊
験
が
中
央
に
報
告
さ
れ
、

廟
額
・
封
号
が
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
修
復
さ
れ
た
碑
文
は
、
こ
の
土
地
の
後

の
歴
史
形
成
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
城
隍
廟
は
北
宋
か
ら
明
に
か
け
て
広
く
普
及
し
、
各
県
に
必

ず
存
在
す
る
ま
で
に
な
っ
た
が㉒
、
処
州
縉
雲
県
の
城
隍
廟
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
の
城
隍
廟
と
修
復
さ
れ
た
碑
文
を
め
ぐ
る

長
期
的
な
数
々
の
出
来
事
は
、
縉
雲
県
の
独
自
の
地
域
性
を
反
映
し
た
、
こ
の
土
地

特
有
の
文
化
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

碑
文
は
あ
る
事
柄
が
刻
ま
れ
て
建
て
ら
れ
た
瞬
間
に
、
そ
の
空
間
で
象
徴
的
な
性

質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
碑
文
の
大
き
さ
や
形
体
、
刻
ま
れ
た
字
体
の
芸
術
性
な

ど
が
、
象
徴
性
を
一
層
増
す
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
情
報
は
、

長
い
時
間
を
超
越
し
て
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
、
語
り
継
が
れ
て
い
く
。
碑
文
が

建
て
ら
れ
た
空
間
が
、
現
地
の
人
々
の
信
心
の
場
で
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
そ
の
象

徴
性
は
際
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
祈
り
を
捧
げ
る
に
当
た
っ
て
、
祀
神
が
何

の
神
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
御
利
益
が
あ
る
の
か
、
ま
た
如
何
な
る
祈
り
を
し
た
ら

よ
い
の
か
を
理
解
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
の
に
、碑
文
は
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
。

文
字
を
読
め
ぬ
庶
民
で
あ
っ
て
も
、
地
方
官
や
知
識
人
達
と
と
も
に
祠
廟
の
現
場
で

祀
神
へ
の
祈
り
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
は
長
期
に
わ
た
っ
て
共
有
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
碑
文
が
形
成
さ
れ
た
過
程
や
、
碑
文
を
構
築
乃
至
は
修
復

し
た
意
図
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
文
化
の
歴
史
的
特
質
を
解
明
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
、
宮
﨑
市
定
が
中
国
の
近
世
期
を
中
央
集
権
的
文
人
官
僚
支
配
の
時
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｢縉雲県城隍廟関連年表｣

西 暦 祠 廟 関 連 事 項 碑 文 関 連 事 項 録 文 等 関 連 事 項

759 年

1011 年

1061 年

1069 年

1121 年

1123 年

1127 年

12c中頃

1202 年

13c初頃

1264 年

1274 年

1354 年

1369 年

1520 年

1616 年

1618 年

1621 年

1650 年

1661 年

1668 年

1749 年

1817 年

1853 年

1861 年

1865 年

李陽冰、城隍廟に祈雨し、霊験有り。

方臘、処州を攻陥。祠廟･碑文を破壊。

知県蘇德秀、城隍廟に祈雨して霊験

を得、廟像を崇飾す。

知県朱堂、祀神の霊験を上奏し、廟

額「顯應」を下賜される。

宋朝、祀神に封号「廣惠侯」を下賜。

宋朝、祀神に「廣惠昭應侯」を加封。

單郁、城隍廟に祈雨し、霊験有り。

明初の城隍廟制度により、「顯佑伯」

に封ぜられる。

知県雷叔聞、城隍廟に祈雨。

知県王懋鋙、城隍廟に祈雨。

知県項始震、廟宇を重修。

知県汪宗魯、廟宇を重修。

知県董定國、兩廊を重建。

県人、重修。

県人呂精心 ･ 呂載揚、大殿を重修。

両廊 ･大門 ･後殿は、県人の寄附を

合わせて建てる。

呂氏の子孫らが、大殿を重修。

兵乱により廟宇が焼失。

県人の寄附を合わせ、元通りに修復。

「縉雲縣城隍神記」立碑

「縉雲縣城隍神記」断裂

「縉雲縣城隍廟記」修復

「城隍廟祈雨記」立碑

「顯應廟神封廣惠侯尙書敕符碑」立碑

「顯應廟廣惠侯加封尙書敕符碑」立碑

「主簿單公祈雨感應記」立碑

「封城隍神顯佑伯制碑」立碑

「閻侯祈雨感應碑記」立碑

「重修記」立碑

「重修記」立碑

「重修記」立碑

 知県符大紀「重修記」立碑

 知県湯成烈「重修記」立碑

姚　鉉『唐文粹』に録文。

歐陽脩『集古録跋尾』に記録。

歐陽棐『集古録目』に撰者等を記録。

鄭樵 (1104~1162)『通志』金石略 ･唐

名家に碑目記録。

趙與時 (1172~1228)『賓退録』で李碑

を引用し、城隍廟の起源に言及。

この頃、王應麟、『集古録跋尾』所収

の李碑を引用し、城隍廟の起源考察。

趙子函『石墨鐫華』で歐陽脩の李碑

に関する見解に疑問を呈す。

清朝以降、全祖望 ･錢大昕 ･王昶ら

多数の知識人が、「縉雲縣城隍廟記」

に着目し、多様な視点から記録を残

す。特に 18 世紀中頃以降は、碑文が

修復されたことへも言及するように

なる。
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代
と
し
て
捉
え
る
傾
向
を
強
め
た
た
め
、
後
の
研
究
者
に
与
え
た
そ
の
影
響
は
大
き

く
、
地
方
や
地
域
を
論
題
に
冠
し
た
研
究
で
あ
っ
て
も
、
殆
ど
が
儒
教
の
素
養
を
備

え
た
文
人
官
僚
や
文
人
官
僚
候
補
生
と
も
言
え
る
知
識
人
の
視
点
か
ら
の
み
考
察
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
人
官
僚
や
知
識
人
が
記
し
た
地
方
志
や
碑

文
の
叙
述
は
、
ど
れ
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
、
撰
者
の
意
図
の
表
れ
に
す
ぎ
ず
、
そ

れ
ら
を
活
用
し
て
描
き
う
る
中
華
帝
国
の
地
方
・
地
域
像
は
、
所
謂
「
金
太
郎
飴
」

の
よ
う
に
、
ど
こ
で
も
同
じ
性
質
や
実
態
し
か
抽
出
で
き
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
、
か

か
る
既
成
概
念
が
、
長
ら
く
「
迷
信
」
の
如
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
我
が
国
唯
一
の

地
方
志
に
関
す
る
史
料
論
的
著
作
を
含
む
、
青
山
定
雄
の
名
著
『
唐
宋
時
代
の
交
通

と
地
誌
地
図
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）
の
中
で
さ
え
、
地
方
志
は
地
方

官
が
治
政
の
参
考
に
供
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
自
ら
の
治
績
を
記
す
た
め
に
編
纂
し

た
の
で
あ
り
、「
中
央
集
権
的
官
僚
統
治
の
進
展
に
よ
っ
て
南
宋
時
代
に
地
方
志
が
盛

行
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
真
の
地
域
史
研
究
と
呼
べ

る
も
の
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
況
を
打
破
し
、
各
地
の
地
域
性
・
歴
史
性
を
抽
出
し
う
る
真
の
中
国

近
世
地
域
史
研
究
を
目
指
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究
手
法
が
有
効
で
あ
る
の

か
。
本
稿
で
呈
示
し
た
、「
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
」
と
い
う
視
点
は
、
地
域

文
化
の
特
質
を
解
明
す
る
上
で
、
何
等
か
の
突
破
口
に
な
り
う
る
可
能
性
を
、
少
な

く
と
も
筆
者
は
感
じ
て
い
る
が㉓
、
そ
の
有
効
性
に
関
わ
る
評
価
の
如
何
は
、
読
者
諸

氏
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

注①　
「
記
録
保
存
の
社
会
文
化
史
研
究
」
と
い
う
視
点
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補

助
金
特
定
領
域
研
究(

平
成
一
七
〜
二
一
年
度)

「
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝

統
文
化
の
形
成
―
寧
波
を
焦
点
と
す
る
学
際
的
創
生
―
」（
領
域
代
表
・
小
島
毅
〔
東

京
大
学
〕）
の
中
で
、
重
点
項
目
の
一
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②　

城
隍
神
に
つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
城
隍
廟
制
度
の
確
立
」（『
思
想
』
第
七
九
二
号
、

一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

③　

筆
者
は
現
地
で
直
接
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
碑
を
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、原

碑
の
写
真
と
そ
の
説
明
が
、中
華
人
民
共
和
国
国
家
文
物
局
Ｈ
Ｐ
で
「
浙
江
省
縉
雲
縣

登
録
唐
代
書
法
家
李
陽
冰
的
題
刻
遺
珍
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
お
り
、本
稿
で
は
そ
の

記
事
を
参
考
に
し
た
。

④　

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
石
刻
拓
本
資
料
は
、京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
拓
本
文
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ

て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
掲
載
の
「
唐
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」(

管
理
番
号: 

Ｔ
Ｏ
Ｕ

１
３
４
２
Ｘ)

を
参
照
し
た
。

⑤　

方
臘
の
乱
に
関
す
る
碑
刻
さ
れ
た
言
説
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、拙
稿
「
宋
代
に
お
け

る
祠
廟
の
記
録
―
「
方
臘
の
乱
」
に
関
す
る
言
説
を
中
心
に
―
」（『
歴
史
』
第
九
五

輯
、
二
〇
〇
〇
年
）、
及
び
同
「
碑
記
に
刻
ま
れ
た
反
乱
の
風
説
―
方
臘
伝
説
の
成
立

と
拡
大
―
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
九
一
号
「
特
集 

碑
石
は
語
る
」、二
〇
〇
六
年
）
を

参
照
。

⑥　

唐
の
李
陽
冰
に
つ
い
て
は
、正
史
に
伝
記
が
た
て
ら
れ
て
お
ら
ず
未
詳
な
部
分
が
多

い
が
、『
述
書
賦
』『
宣
和
書
譜
』『
墨
池
編
』『
金
石
録
』
等
に
、
篆
書
体
の
達
人
と
し

て
の
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。
彼
は
趙
郡(

現
在
の
河
北
省
趙
県)

の
出
身

で
、
書
法
家
・
文
字
学
者
と
し
て
著
名
。
唐
の
玄
宗
・
粛
宗
の
時
代
の
人
と
い
わ
れ

る
。

⑦　

こ
こ
で
修
復
さ
れ
た
碑
文
本
文
は
、賊
徒
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
以
前
に
記
録
さ
れ

た
北
宋
・
姚
鉉(

九
六
八
年
〜
一
〇
二
〇
年)

の
録
文(

『
唐
文
粹
』
巻
七
一
に
所
収)

と
完
全
に
一
致
す
る
の
で
、ほ
ぼ
元
通
り
に
修
復
さ
れ
た
と
見
な
し
て
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

⑧　
『
集
古
録
跋
尾
』
巻
七
「
唐
李
陽
冰
忘
歸
臺
銘
」
を
参
照
。

⑨　
『
金
石
萃
編
』
巻
九
一
「
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」
は
、
こ
の
碑
文
に
関
連
す
る
記
録
と

し
て
、『
碧
溪
文
集
』
の
一
節
を
、「
縉
雲
縣
城
隍
廟
碑
文
、
唐
李
陽
冰
撰
并
篆
書
。
碑

形
、
上
圓
下
方
、
後
楷
書
、
宣
和
重
刻
年
月
、
立
石
人
官
爵
・
姓
名
。
下
截
一
格
、
缺

蝕
三
字
、
微
存
偏
傍
、
可
意
會
也
。
文
只
八
十
六
字
、
而
敘
述
禱
雨
・
遷
廟
二
事
、
義

意
已
足
。
古
人
作
文
、
言
簡
意
該
、
于
此
可
見
。
山
農
需
雨
、
多
在
盛
夏
。
此
自
七
月

不
雨
、
至
八
月
既
望
、
始
行
禱
祀
。
以
今
日
情
事
較
之
、
則
亢
旱
成
灾
、
已
不
可
支

矣
。
豈
今
昔
農
事
、
亦
遲
早
異
候
耶
。
縉
雲
治
當

女
括
蒼
之
交
、
山
水
奇
秀
、
燕
坐
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衙
齋
、
如
作
仙
吏
。
余
嘗
遊
其
境
、
徘
徊
不
忍
去
、
惜
匆
遽
經
過
、
未
暇
搜
剔
苔
蘚
、

一
讀
遺
碑
。
碑
作
于
乾
元
、

宋
宣
和
、
祀
逾
三
百
而
已
。
遭
寇
攘
斷
裂
、
宣
和
至

今
、
閲
歳
倍
于
前
、
而
完
好
可
讀
、
若
有
鬼
神
呵
護
之
者
。」
と
引
用
し
て
い
る
。
こ

こ
に
は
碑
が
修
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
が
あ
る
が
、『
碧
溪
文
集
』
に
つ
い
て

は
未
詳
で
あ
る
。
但
し
、
碑
の
形
体
を
よ
く
観
察
し
て
い
る
点
や
右
記
傍
線
部
の
記

述
、更
に
は
『
金
石
萃
編
』
で
は
こ
の
記
述
を
錢
大
昕
『
潜
研
堂
金
石
文
跋
尾
』
の
一

節
を
引
用
し
た
後
に
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
右
記
の
一
節
は
、
一
八
世
紀
中

頃
か
後
半
に
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑩　

地
方
志
の
叙
述
と
刻
石
さ
れ
た
碑
文
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
宋
〜
清
時

代
の
紙
に
写
さ
れ
た
碑
文
―
紹
興
府
城
隍
廟
に
関
す
る
史
料
群
を
中
心
に
―
」（『
人
間

科
学
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

⑪　

こ
の
記
録
の
史
料
源
で
あ
る
碑
文
は
、『

蒼
金
石
志
補
遺
』
巻
二
、「
縉
雲
縣
城
隍

廟
祈
雨
記
」
に
そ
の
録
文
が
あ
り
、
原
文
や
碑
面
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
実
際
の
碑
文
の
本
文
を
見
る
と
、地
方
志
の
記
述
の
方
が
若
干
だ
け
省
略
さ
れ
て

い
る
箇
所
が
あ
り
、
地
方
志
の
編
者
が
、
碑
文
を
参
照
し
て
書
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

⑫　

康
煕
『
縉
雲
縣
志
』
巻
四
、
選
挙
の
宋
進
士
に
、「
陶
耕
、
宣
和
辛
丑
。」
と
あ
る
。

⑬　

こ
の
記
録
の
史
料
源
で
あ
る
碑
文
は
、『

蒼
金
石
志
補
遺
』
巻
四
、「
主
簿
單
公
祈

雨
感
應
碑
」
に
録
文
と
し
て
見
出
せ
、原
文
や
碑
面
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
文
自
体
に
は
異
同
は
な
い
が
、
地
方
志
の
記
述
は
、
題
名
の
部
分
に
省
略
が
あ

る
。

⑭　
『

蒼
金
石
志
補
遺
』
巻
四
、「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
碑
」
に
引
く
『
縉
雲
縣
志
』
に
、

「
碑
即
李
陽
冰
篆
書　

修
文
宣
王
廟
記
原
石
、
爲
傖
楚
磨
去
、
刻
此
碑
者
也
。
今
篆
額

左
有
有
唐
二
字
、
陽
冰
篆
文
尚
存
。」
と
あ
る
の
を
参
照
。
但
し
こ
の
『
縉
雲
縣
志
』

が
、
何
時
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
未
詳
。

⑮　
『

蒼
金
石
志
補
遺
』
巻
四
に
所
収
す
る
「
主
簿
單
公
祈
雨
感
應
碑
」
録
文
の
題
名

に
は
、「
至
正
甲
午
十
月
既
望
、
縉
雲
縣
儒
學
教
諭
朱
安
道
記
、
邑
士
宋
壽
之
書
、
青

田
鄭
絅
篆
額
、
縣
尉
施
宗
浩
立
石
、
廟
吏
陳
光
大
視
工
。」
と
あ
る
。
こ
の
内
、
施
宗

浩
を
縉
雲
県
出
身
者
と
し
た
の
は
、
同
録
文
が
引
く
『
縉
雲
縣
志
』
に
、「
施
宗
浩
、

彙
紀
・
官
師
表
、
縉
雲
縣
尉
内
無
名
。
明
洪
武
初
、
縣
丞
有
施
宗
浩
、
邑
人
、
由
人
材

任
。
又
選
舉
表
、
明
辟
舉
有
施
宗
浩
、
進
賢
知
縣
、
當
是
在
元
任
本
縣
尉
、
明
初
任
縣

丞
、
後
乃
官
終
進
賢
知
縣
耳
。」
と
あ
る
の
に
拠
っ
た
。

⑯　

光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻
一
二
、
藝
文
・
碑
碣
に
は
、「
閻
侯
祈
雨
感
應
碑
記
」
と
い

う
題
目
を
記
す
の
み
で
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
書
巻
六

の
閻
泰
の
列
伝
の
記
述
は
、「
閻
侯
祈
雨
感
應
碑
記
」
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
叙
述
か
ら
あ
る
程
度
の
中
身
を
窺
え
る
。

⑰　

康
煕
『
縉
雲
縣
志
』
巻
三
、祀
典
の
城
隍
廟
の
条
に
、「
縣
令
雷
叔
聞
碑
」
及
び
「
縣

令
王
懋
鋙
紀
」
の
文
章
が
引
か
れ
て
い
る
。

⑱　

光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻
五
、禋
祀
「
城
隍
廟
」
及
び
「
顯
應
廟
」
の
条
を
参
照
。
な

お
、
こ
の
縉
雲
県
の
城
隍
廟
の
祀
神
は
、
明
初
の
城
隍
制
度
の
確
立
に
際
し
、
洪
武
二

年
（
一
三
六
九
）
に
城
隍
顯
佑
伯
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
も
記
録
に
見
え
て
い
る
。

⑲　

光
緒
『
縉
雲
縣
志
』
巻
一
二
、
碑
碣
に
、「
顯
應
廟
神
封
廣
惠
侯
尙
書
敕
符
碑
」
及

び
「
顯
應
廟
廣
惠
侯
加
封
尙
書
敕
符
碑
」
の
録
文
が
所
収
さ
れ
、前
者
は
『

蒼
金
石

志
補
遺
』
巻
三
に
も
そ
の
録
文
を
見
出
せ
る
。

⑳　

徽
宗
時
代
の
祠
廟
制
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
唐
宋
期
に
お
け
る
社
会
構
造
の
変
質
過

程
―
祠
廟
制
の
推
移
を
中
心
と
し
て
―
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
九
輯
、

二
〇
〇
三
年
）、同
「
徽
宗
時
代
の
再
検
討
―
祠
廟
の
記
録
が
語
る
社
会
構
造
―
」（『
人

間
科
学
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

㉑　

宋
朝
に
よ
る
廟
額
・
封
号
の
下
賜
に
よ
る
恩
恵
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
唐
宋
期
に
お

け
る
祠
廟
の
廟
額
・
封
号
の
下
賜
に
つ
い
て
」（『
中
国
―
社
会
と
文
化
』
第
九
号
、

一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

㉒　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
稿
第
二
節
の
本
文
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
明
の
趙
子
函

が
、「
歐
陽
脩
は
『
城
隍
廟
は
全
国
的
に
普
及
し
て
い
る
が
、
県
に
は
ま
だ
少
な
い
よ

う
だ
』
と
言
っ
て
い
る
が
、
今
は
す
べ
て
の
県
に
城
隍
廟
が
存
在
し
て
い
る
。」
と
述

べ
て
い
る
。

㉓　

筆
者
に
は
、
こ
う
し
た
研
究
手
法
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
拙
論
と
し
て
、「
宋
代
地

誌
序
跋
文
考
（
二
）
―
乾
道
『
四
明
圖
經
』
の
史
料
性
に
関
す
る
二
、三
の
考
察
―
」

（『
人
間
科
学
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
近
く
、
か
か
る
手
法
を

活
用
し
た
拙
稿
と
し
て
、「
語
り
継
が
れ
る
記
憶
と
寧
波
の
地
方
志
」（『
文
化
都
市 

寧

波
』
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
一
年
刊
行
予
定
）
及
び
「
寧
波
方
志
所
載
言
説
攷
―

寧
波
の
地
域
性
と
歴
史
性
を
探
る
―
」（『
碑
と
地
方
志
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
探
る
〈
東

ア
ジ
ア
海
域
叢
書
〉』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
刊
行
予
定
）
を
公
表
す
る
予
定
で
あ



一
七
三

修
復
さ
れ
た
碑
文
「
唐
縉
雲
縣
城
隍
廟
記
」

451

る
。
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
教
授
）
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図一「縉雲縣城隍廟記」原碑：縉雲県博物館碑廊
に現存（中華人民共和国国家文物局HP「浙江省
縉雲縣登録唐代書法家李陽冰的題刻遺珍」に拠る）

図三「縉雲縣城隍廟記」拓本：京都大学人文科学研究所所
蔵石刻拓本資料（京都大学人文科学研究所附属東アジア人
文情報学研究センター拓本文字データベースに拠る）

図二「縉雲縣城隍廟記」拓本：『北京圖書館
藏中國歴代石刻拓本匯編』（中州古籍出版
社）に所収

図四「縉雲縣城隍廟記」碑面概念図
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